
石
盤
を
持
っ
て
登
校
す
る
子
ど
も

『学制』の序文として載せた太政官布告の初葉（左）、その末葉（右）明治5年

　

一
八
七
二
（
明
治
５
）
年
、
明
治

政
府
は
「
学
制
」
を
公
布
し
て
全

国
に
学
校
を
設
置
す
る
方
針
を
示

し
ま
し
た
。

「
学
制
」
は
、
日
本
の
近
代
的
な

学
校
制
度
を
定
め
た
最
初
の
法
令

で
、
明
治
政
府
に
よ
る
三
大
改
革

の
一
つ
と
さ
れ
る
教
育
改
革
の
指

針
で
し
た
。他
に
、
兵
制
で
は
「
徴

兵
令
」
、税
制
で
は
「
地
租
改
正
」

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

学
制
で
は
、
全
国
を
大
・
中
・

小
の
「
学
区
」
に
分
け
て
、
学
区

ご
と
に
決
ま
っ
た
数
の
大
学
校
・

中
学
校
・
小
学
校
を
置
く
こ
と
が

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

県
内
で
も
各
地
で
小
学
校
が
設

立
さ
れ
、
産
業
を
振
興
し
社
会
の

近
代
化
を
進
め
る
た
め
に
は
、
教

育
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
し

た
。
校
舎
建
築
に
係
る
費
用
は
、

税
金
に
加
え
地
域
の
人
々
の
多
額

の
寄
付
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
市
町
村
の
歳
出

に
占
め
る
教
育
費
の
割
合
は
高

く
、
５
割
を
超
え
る
年
も
あ
り
ま

し
た
。

三国・龍翔小学校　完成直後の遠景

　

一
八
七
九
（
明
治
12
）
年
、
当
時

湊
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
三
国
で

は
、
人
々
が
三
国
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
る
小
学
校
建
設
を
計
画
し
、
日

本
の
ど
こ
に
も
な
い
五
層
八
角
形

の
偉
容
を
誇
る
、
龍

翔
小
学
校

り
ゅ
う
し
ょ
う

が
愛
宕
山
の
上
に
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
※
龍
翔
小
学
校
（
明
治
９
年
）

は
→
三
国
尋
常
高
等
小
学
校
（
明

治
25
年
）→
三
国
南
小
学
校
（
昭
和

22
年
～
現
在
）
と
変
遷
。

　

一
八
八
七
（
明
治
20
）
年
に
約
４

割
だ
っ
た
就
学
率
は
、
一
九
〇
〇

（
明
治
33
）
年
第
三
次
小
学
校
令
が

公
布
さ
れ
、
授
業
料
の
無
料
化
な

ど
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く

中
、
一
九
〇
二
（
明
治
35
）
年
に
は

９
割
を
超
え
ま
し
た
。
県
内
で
は

裁
縫
科
の
設
置
や
子
守
り
を
し
な

が
ら
授
業
を
受
け
ら
れ
る
な
ど
、

女
子
の
就
学
者
の
増
加
に
も
努
め

ま
し
た
。


